
青
森
県
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
則
改
正
新
旧
対
照
表

新

規

則

旧

規

則

○
青
森
県
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
則

○
青
森
県
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
則

（
昭
和
三
十
七
年
三
月
十
日

青
森
県
規
則
第
十
三
号
）

（
昭
和
三
十
七
年
三
月
十
日

青
森
県
規
則
第
十
三
号
）

改
正

改
正

昭
和
三
七
年

六
月

七
日
規
則
第

五
五
号

平
成

八
年
一
一
月
一
五
日
規
則
第
一
〇
一
号

昭
和
三
七
年

六
月

七
日
規
則
第

五
五
号

平
成

八
年
一
一
月
一
五
日
規
則
第
一
〇
一
号

昭
和
三
八
年

七
月

三
日
規
則
第

四
五
号

平
成

九
年

三
月
二
四
日
規
則
第

一
五
号

昭
和
三
八
年

七
月

三
日
規
則
第

四
五
号

平
成

九
年

三
月
二
四
日
規
則
第

一
五
号

昭
和
四
〇
年

六
月
一
〇
日
規
則
第

五
一
号

平
成

九
年

五
月

二
日
規
則
第

五
三
号

昭
和
四
〇
年

六
月
一
〇
日
規
則
第

五
一
号

平
成

九
年

五
月

二
日
規
則
第

五
三
号

昭
和
四
一
年

八
月
一
三
日
規
則
第

六
七
号

平
成

九
年

五
月
二
八
日
規
則
第

五
七
号

昭
和
四
一
年

八
月
一
三
日
規
則
第

六
七
号

平
成

九
年

五
月
二
八
日
規
則
第

五
七
号

昭
和
四
四
年
一
一
月
二
七
日
規
則
第

七
八
号

平
成

九
年

六
月
二
七
日
規
則
第

六
三
号

昭
和
四
四
年
一
一
月
二
七
日
規
則
第

七
八
号

平
成

九
年

六
月
二
七
日
規
則
第

六
三
号

昭
和
四
五
年

三
月
二
三
日
規
則
第

一
一
号

平
成

九
年

八
月
一
五
日
規
則
第

七
五
号

昭
和
四
五
年

三
月
二
三
日
規
則
第

一
一
号

平
成

九
年

八
月
一
五
日
規
則
第

七
五
号

昭
和
四
六
年

一
月

一
日
規
則
第

三
号

平
成

九
年

九
月

三
日
規
則
第

八
〇
号

昭
和
四
六
年

一
月

一
日
規
則
第

三
号

平
成

九
年

九
月

三
日
規
則
第

八
〇
号

昭
和
四
七
年
一
二
月
一
九
日
規
則
第

八
六
号

平
成

九
年

九
月
二
二
日
規
則
第

八
七
号

昭
和
四
七
年
一
二
月
一
九
日
規
則
第

八
六
号

平
成

九
年

九
月
二
二
日
規
則
第

八
七
号

昭
和
四
八
年

六
月
一
六
日
規
則
第

三
九
号

平
成

九
年
一
一
月

四
日
規
則
第

九
六
号

昭
和
四
八
年

六
月
一
六
日
規
則
第

三
九
号

平
成

九
年
一
一
月

四
日
規
則
第

九
六
号

昭
和
四
九
年

三
月

七
日
規
則
第

一
五
号

平
成

九
年
一
二
月

一
日
規
則
第
一
〇
七
号

昭
和
四
九
年

三
月

七
日
規
則
第

一
五
号

平
成

九
年
一
二
月

一
日
規
則
第
一
〇
七
号

昭
和
四
九
年
一
二
月
二
六
日
規
則
第

九
四
号

平
成

九
年
一
二
月
一
五
日
規
則
第
一
一
二
号

昭
和
四
九
年
一
二
月
二
六
日
規
則
第

九
四
号

平
成

九
年
一
二
月
一
五
日
規
則
第
一
一
二
号

昭
和
五
〇
年

四
月

一
日
規
則
第

一
七
号

平
成
一
〇
年

三
月

九
日
規
則
第

九
号

昭
和
五
〇
年

四
月

一
日
規
則
第

一
七
号

平
成
一
〇
年

三
月

九
日
規
則
第

九
号

昭
和
五
二
年

七
月
二
六
日
規
則
第

三
〇
号

平
成
一
〇
年

三
月
二
七
日
規
則
第

二
〇
号

昭
和
五
二
年

七
月
二
六
日
規
則
第

三
〇
号

平
成
一
〇
年

三
月
二
七
日
規
則
第

二
〇
号

昭
和
五
二
年
一
二
月
二
二
日
規
則
第

五
九
号

平
成
一
〇
年

四
月

八
日
規
則
第

四
七
号

昭
和
五
二
年
一
二
月
二
二
日
規
則
第

五
九
号

平
成
一
〇
年

四
月

八
日
規
則
第

四
七
号

昭
和
五
三
年

八
月

五
日
規
則
第

四
八
号

平
成
一
〇
年

六
月

三
日
規
則
第

五
五
号

昭
和
五
三
年

八
月

五
日
規
則
第

四
八
号

平
成
一
〇
年

六
月

三
日
規
則
第

五
五
号

昭
和
五
三
年

九
月

七
日
規
則
第

五
四
号

平
成
一
〇
年

七
月
一
三
日
規
則
第

六
一
号

昭
和
五
三
年

九
月

七
日
規
則
第

五
四
号

平
成
一
〇
年

七
月
一
三
日
規
則
第

六
一
号

昭
和
五
四
年

七
月
一
四
日
規
則
第

三
一
号

平
成
一
〇
年

九
月
二
八
日
規
則
第

七
四
号

昭
和
五
四
年

七
月
一
四
日
規
則
第

三
一
号

平
成
一
〇
年

九
月
二
八
日
規
則
第

七
四
号

昭
和
五
四
年

九
月
二
〇
日
規
則
第

四
〇
号

平
成
一
〇
年
一
〇
月
二
三
日
規
則
第

八
五
号

昭
和
五
四
年

九
月
二
〇
日
規
則
第

四
〇
号

平
成
一
〇
年
一
〇
月
二
三
日
規
則
第

八
五
号

昭
和
五
四
年
一
〇
月
二
三
日
規
則
第

四
八
号

平
成
一
〇
年
一
一
月
一
六
日
規
則
第
一
〇
一
号

昭
和
五
四
年
一
〇
月
二
三
日
規
則
第

四
八
号

平
成
一
〇
年
一
一
月
一
六
日
規
則
第
一
〇
一
号

昭
和
五
五
年

六
月
二
四
日
規
則
第

三
四
号

平
成
一
一
年

二
月
一
九
日
規
則
第

三
号

昭
和
五
五
年

六
月
二
四
日
規
則
第

三
四
号

平
成
一
一
年

二
月
一
九
日
規
則
第

三
号

昭
和
五
六
年

八
月
一
五
日
規
則
第

三
五
号

平
成
一
一
年

三
月

八
日
規
則
第

九
号

昭
和
五
六
年

八
月
一
五
日
規
則
第

三
五
号

平
成
一
一
年

三
月

八
日
規
則
第

九
号

昭
和
五
七
年

二
月
二
七
日
規
則
第

五
号

平
成
一
一
年

三
月
一
五
日
規
則
第

一
五
号

昭
和
五
七
年

二
月
二
七
日
規
則
第

五
号

平
成
一
一
年

三
月
一
五
日
規
則
第

一
五
号

昭
和
五
八
年

六
月
二
一
日
規
則
第

三
七
号

平
成
一
一
年

六
月
一
四
日
規
則
第

六
二
号

昭
和
五
八
年

六
月
二
一
日
規
則
第

三
七
号

平
成
一
一
年

六
月
一
四
日
規
則
第

六
二
号

昭
和
五
九
年

三
月

六
日
規
則
第

五
号

平
成
一
一
年

八
月
一
三
日
規
則
第

八
三
号

昭
和
五
九
年

三
月

六
日
規
則
第

五
号

平
成
一
一
年

八
月
一
三
日
規
則
第

八
三
号

昭
和
六
〇
年

八
月
一
五
日
規
則
第

四
七
号

平
成
一
一
年

九
月

六
日
規
則
第

八
七
号

昭
和
六
〇
年

八
月
一
五
日
規
則
第

四
七
号

平
成
一
一
年

九
月

六
日
規
則
第

八
七
号

昭
和
六
一
年

三
月
二
五
日
規
則
第

七
号

平
成
一
一
年

九
月
二
二
日
規
則
第

九
五
号

昭
和
六
一
年

三
月
二
五
日
規
則
第

七
号

平
成
一
一
年

九
月
二
二
日
規
則
第

九
五
号

昭
和
六
一
年

四
月
一
七
日
規
則
第

二
六
号

平
成
一
一
年
一
一
月

一
日
規
則
第
一
〇
七
号

昭
和
六
一
年

四
月
一
七
日
規
則
第

二
六
号

平
成
一
一
年
一
一
月

一
日
規
則
第
一
〇
七
号

昭
和
六
一
年

六
月

五
日
規
則
第

三
〇
号

平
成
一
一
年
一
一
月
一
九
日
規
則
第
一
一
三
号

昭
和
六
一
年

六
月

五
日
規
則
第

三
〇
号

平
成
一
一
年
一
一
月
一
九
日
規
則
第
一
一
三
号

昭
和
六
二
年

三
月
二
四
日
規
則
第

一
二
号

平
成
一
二
年

一
月

五
日
規
則
第

一
号

昭
和
六
二
年

三
月
二
四
日
規
則
第

一
二
号

平
成
一
二
年

一
月

五
日
規
則
第

一
号

昭
和
六
二
年

五
月
三
〇
日
規
則
第

四
六
号

平
成
一
三
年

六
月

八
日
規
則
第

六
二
号

昭
和
六
二
年

五
月
三
〇
日
規
則
第

四
六
号

平
成
一
三
年

六
月

八
日
規
則
第

六
二
号

昭
和
六
二
年

九
月

三
日
規
則
第

六
一
号

平
成
一
三
年

六
月
二
七
日
規
則
第

六
六
号

昭
和
六
二
年

九
月

三
日
規
則
第

六
一
号

平
成
一
三
年

六
月
二
七
日
規
則
第

六
六
号

平
成

元
年

一
月
一
〇
日
規
則
第

一
号

平
成
一
四
年

六
月
一
〇
日
規
則
第

五
二
号

平
成

元
年

一
月
一
〇
日
規
則
第

一
号

平
成
一
四
年

六
月
一
〇
日
規
則
第

五
二
号

平
成

元
年
一
二
月

一
日
規
則
第

五
七
号

平
成
一
四
年
一
二
月
二
四
日
規
則
第

八
四
号

平
成

元
年
一
二
月

一
日
規
則
第

五
七
号

平
成
一
四
年
一
二
月
二
四
日
規
則
第

八
四
号

平
成

二
年

七
月
一
八
日
規
則
第

三
二
号

平
成
一
七
年

五
月
二
七
日
規
則
第

七
九
号

平
成

二
年

七
月
一
八
日
規
則
第

三
二
号

平
成
一
七
年

五
月
二
七
日
規
則
第

七
九
号

平
成

三
年

一
月

七
日
規
則
第

二
号

平
成
一
九
年

一
月
一
七
日
規
則
第

二
号

平
成

三
年

一
月

七
日
規
則
第

二
号

平
成
一
九
年

一
月
一
七
日
規
則
第

二
号

平
成

三
年

三
月

一
日
規
則
第

五
号

平
成
一
九
年

二
月
二
三
日
規
則
第

八
号

平
成

三
年

三
月

一
日
規
則
第

五
号

平
成
一
九
年

二
月
二
三
日
規
則
第

八
号

平
成

四
年

一
月
一
六
日
規
則
第

一
号

平
成
一
九
年

三
月
一
二
日
規
則
第

一
二
号

平
成

四
年

一
月
一
六
日
規
則
第

一
号

平
成
一
九
年

三
月
一
二
日
規
則
第

一
二
号

平
成

四
年

三
月

四
日
規
則
第

一
二
号

平
成
一
九
年

七
月

六
日
規
則
第

七
四
号

平
成

四
年

三
月

四
日
規
則
第

一
二
号

平
成
一
九
年

七
月

六
日
規
則
第

七
四
号

平
成

四
年

四
月
二
四
日
規
則
第

三
二
号

平
成
一
九
年

九
月
一
二
日
規
則
第

七
七
号

平
成

四
年

四
月
二
四
日
規
則
第

三
二
号

平
成
一
九
年

九
月
一
二
日
規
則
第

七
七
号

平
成

五
年

一
月
二
五
日
規
則
第

二
号

平
成
一
九
年

十
月

十
日
規
則
第

八
九
号

平
成

五
年

一
月
二
五
日
規
則
第

二
号

平
成

五
年

八
月

六
日
規
則
第

三
九
号

平
成

五
年

八
月

六
日
規
則
第

三
九
号

平
成

六
年

二
月
二
八
日
規
則
第

四
号

平
成

六
年

二
月
二
八
日
規
則
第

四
号

平
成

六
年
一
一
月

九
日
規
則
第

八
〇
号

平
成

六
年
一
一
月

九
日
規
則
第

八
〇
号

平
成

七
年
一
〇
月

二
日
規
則
第

七
三
号

平
成

七
年
一
〇
月

二
日
規
則
第

七
三
号

平
成

七
年
一
二
月
一
五
日
規
則
第

八
三
号

平
成

七
年
一
二
月
一
五
日
規
則
第

八
三
号

平
成

八
年

一
月
二
六
日
規
則
第

一
号

平
成

八
年

一
月
二
六
日
規
則
第

一
号

平
成

八
年

五
月
二
七
日
規
則
第

六
七
号

平
成

八
年

五
月
二
七
日
規
則
第

六
七
号



新

規

則

旧

規

則

青
森
県
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

青
森
県
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

青
森
県
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
則

青
森
県
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
則

（
利
子
補
給
）

（
利
子
補
給
）

第
一
条

県
は
、
農
業
近
代
化
資
金
融
通
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

第
一
条

県
は
、
農
業
近
代
化
資
金
融
通
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
農
業
近
代
化
資
金
（
以
下
「
農
業
近
代
化
資
金
」
と
い
う
。
）
を
貸
し
付

）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
農
業
近
代
化
資
金
（
以
下
「
農
業
近
代
化
資
金
」
と
い
う
。
）
を
貸
し
付

け
る
法
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
融
資
機
関
（
以
下
「
融
資
機
関
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
こ
の
規

け
る
法
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
融
資
機
関
（
以
下
「
融
資
機
関
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
こ
の
規

則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
農
業
近
代
化
資
金
に
係
る
利
子
補
給
金
を
交
付
す
る
。

則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
農
業
近
代
化
資
金
に
係
る
利
子
補
給
金
を
交
付
す
る

（
利
子
補
給
の
対
象
と
な
る
農
業
近
代
化
資
金
の
種
類
及
び
利
子
補
給
率
）

（
利
子
補
給
の
対
象
と
な
る
農
業
近
代
化
資
金
の
種
類
及
び
利
子
補
給
率
）

第
二
条

前
条
の
利
子
補
給
の
対
象
と
な
る
農
業
近
代
化
資
金
の
種
類
及
び
利
子
補
給
率
は
、
次
の
と
お
り

第
二
条

前
条
の
利
子
補
給
の
対
象
と
な
る
農
業
近
代
化
資
金
の
種
類
及
び
利
子
補
給
率
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

と
す
る
。

利

子

補

給

率

利

子

補

給

率

法
第
二
条
第
二
項
第
一

法
第
二
条
第
二
項
第
一

法
第
二
条
第
二
項
第
二

法
第
二
条
第
二
項
第
一

法
第
二
条
第
二
項
第
一

法
第
二
条
第
二
項
第
二

農
業
近
代
化
資
金
の
種
類

号
、
第
二
号
、
第
四
号

号
に
掲
げ
る
融
資
機
関

号
か
ら
第
五
号
ま
で
に

農
業
近
代
化
資
金
の
種
類

号
、
第
二
号
、
第
四
号

号
に
掲
げ
る
融
資
機
関

号
か
ら
第
五
号
ま
で
に

及
び
第
五
号
に
掲
げ
る

が
同
条
第
一
項
第
二
号

掲
げ
る
融
資
機
関
が
同

及
び
第
五
号
に
掲
げ
る

が
同
条
第
一
項
第
二
号

掲
げ
る
融
資
機
関
が
同

融
資
機
関
が
同
条
第
一

か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲

条
第
一
項
第
二
号
か
ら

融
資
機
関
が
同
条
第
一

か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲

条
第
一
項
第
二
号
か
ら

項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

げ
る
者
に
貸
し
付
け
る

第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る

項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

げ
る
者
に
貸
し
付
け
る

第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る

に
貸
し
付
け
る
場
合

場
合

者
に
貸
し
付
け
る
場
合

に
貸
し
付
け
る
場
合

場
合

者
に
貸
し
付
け
る
場
合

一

畜
舎
、
果
樹
棚
、
農
機
具
そ
の
他
の
農
産

一

畜
舎
、
果
樹
棚
、
農
機
具
そ
の
他
の
農
産

物
の
生
産
、
流
通
又
は
加
工
に
必
要
な
施
設

年

年

年

物
の
生
産
、
流
通
又
は
加
工
に
必
要
な
施
設

年

年

年

の
改
良
、
造
成
、
復
旧
又
は
取
得
に
要
す
る

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

〇
・
四
五
パ
ー
セ
ン
ト

の
改
良
、
造
成
、
復
旧
又
は
取
得
に
要
す
る

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

〇
・
五
五
パ
ー
セ
ン
ト

資
金

資
金

二

果
樹
そ
の
他
の
永
年
性
植
物
の
植
栽
又
は

年

年

年

二

果
樹
そ
の
他
の
永
年
性
植
物
の
植
栽
又
は

年

年

年

育
成
に
要
す
る
資
金

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

〇
・
四
五
パ
ー
セ
ン
ト

育
成
に
要
す
る
資
金

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

〇
・
五
五
パ
ー
セ
ン
ト

三

乳
牛
そ
の
他
の
家
畜
の
購
入
又
は
育
成
に

年

年

年

三

乳
牛
そ
の
他
の
家
畜
の
購
入
又
は
育
成
に

年

年

年

要
す
る
資
金

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

〇
・
四
五
パ
ー
セ
ン
ト

要
す
る
資
金

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

〇
・
五
五
パ
ー
セ
ン
ト

四

農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
規
模
を
超
え
な

年

年

年

四

農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
規
模
を
超
え
な

年

年

年

い
規
模
の
農
地
又
は
牧
野
の
改
良
、
造
成
又

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

〇
・
四
五
パ
ー
セ
ン
ト

い
規
模
の
農
地
又
は
牧
野
の
改
良
、
造
成
又

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

〇
・
五
五
パ
ー
セ
ン
ト

は
復
旧
に
要
す
る
資
金

は
復
旧
に
要
す
る
資

五

農
業
経
営
の
規
模
の
拡
大
、
生
産
方
式
の

五

農
業
経
営
の
規
模
の
拡
大
、
生
産
方
式
の

合
理
化
、
経
営
管
理
の
合
理
化
、
農
業
従
事

年

合
理
化
、
経
営
管
理
の
合
理
化
、
農
業
従
事

年

の
態
様
の
改
善
そ
の
他
の
農
業
経
営
の
改
善

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

－

－

の
態
様
の
改
善
そ
の
他
の
農
業
経
営
の
改
善

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

－

－

に
伴
い
要
す
る
資
金
で
農
林
水
産
大
臣
が
指

に
伴
い
要
す
る
資
金
で
農
林
水
産
大
臣
が
指

定
す
る
も
の

定
す
る
も
の



新

規

則

旧

規

則

六

診
療
施
設
そ
の
他
の
農
村
に
お
け
る
環
境

六

診
療
施
設
そ
の
他
の
農
村
に
お
け
る
環
境

の
整
備
の
た
め
に
必
要
な
施
設
で
あ
っ
て
農

年

年

の
整
備
の
た
め
に
必
要
な
施
設
で
あ
っ
て
農

年

年

林
水
産
大
臣
の
定
め
る
も
の
の
改
良
、
造
成

－

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

〇
・
四
五
パ
ー
セ
ン
ト

林
水
産
大
臣
の
定
め
る
も
の
の
改
良
、
造
成

－

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

〇
・
五
五
パ
ー
セ
ン
ト

又
は
取
得
に
要
す
る
資
金
（
法
第
二
条
第
一

又
は
取
得
に
要
す
る
資
金
（
法
第
二
条
第
一

項
第
二
項
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
に

項
第
二
項
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
に

貸
し
付
け
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

貸
し
付
け
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
農
林
水

年

年

年

年

年

年

産
大
臣
が
特
に
必
要
と
認
め
て
指
定
す
る
資

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

〇
・
四
五
パ
ー
セ
ン
ト

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
農
林
水

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

〇
・
五
五
パ
ー
セ
ン
ト

金

産
大
臣
が
特
に
必
要
と
認
め
て
指
定
す
る
資

金

（
昭
三
七
規
則
五
五
・
昭
三
八
規
則
四
五
・
昭
四
〇
規
則
五
一
・
昭
四
一
規
則
六
七
・
昭
四

（
昭
三
七
規
則
五
五
・
昭
三
八
規
則
四
五
・
昭
四
〇
規
則
五
一
・
昭
四
一
規
則
六
七
・
昭
四

四
規
則
七
八
・
昭
四
六
規
則
三
・
昭
四
七
規
則
八
六
・
昭
四
八
規
則
三
九
・
昭
四
九
規
則
一

四
規
則
七
八
・
昭
四
六
規
則
三
・
昭
四
七
規
則
八
六
・
昭
四
八
規
則
三
九
・
昭
四
九
規
則
一

五
・
昭
四
九
規
則
九
四
・
昭
五
〇
規
則
一
七
・
昭
五
二
規
則
三
〇
・
昭
五
二
規
則
五
九
・
昭

五
・
昭
四
九
規
則
九
四
・
昭
五
〇
規
則
一
七
・
昭
五
二
規
則
三
〇
・
昭
五
二
規
則
五
九
・
昭

五
三
規
則
四
八
・
昭
五
三
規
則
五
四
・
昭
五
四
規
則
三
一
・
昭
五
四
規
則
四
〇
・
昭
五
四
規

五
三
規
則
四
八
・
昭
五
三
規
則
五
四
・
昭
五
四
規
則
三
一
・
昭
五
四
規
則
四
〇
・
昭
五
四
規

則
四
八
・
昭
五
五
規
則
三
四
・
昭
五
六
規
則
三
五
・
昭
五
八
規
則
三
七
・
昭
五
九
規
則
五
・

則
四
八
・
昭
五
五
規
則
三
四
・
昭
五
六
規
則
三
五
・
昭
五
八
規
則
三
七
・
昭
五
九
規
則
五
・

昭
六
〇
規
則
四
七
・
昭
六
一
規
則
七
・
昭
六
一
規
則
二
六
・
昭
六
一
規
則
三
〇
・
昭
六
二
規

昭
六
〇
規
則
四
七
・
昭
六
一
規
則
七
・
昭
六
一
規
則
二
六
・
昭
六
一
規
則
三
〇
・
昭
六
二
規

則
一
二
・
昭
六
二
規
則
四
六
・
昭
六
二
規
則
六
一
・
平
元
規
則
一
・
平
元
規
則
五
七
・
平
二

則
一
二
・
昭
六
二
規
則
四
六
・
昭
六
二
規
則
六
一
・
平
元
規
則
一
・
平
元
規
則
五
七
・
平
二

規
則
三
二
・
平
三
規
則
二
・
平
三
規
則
五
・
平
四
規
則
一
・
平
四
規
則
一
二
・
平
四
規
則
三

規
則
三
二
・
平
三
規
則
二
・
平
三
規
則
五
・
平
四
規
則
一
・
平
四
規
則
一
二
・
平
四
規
則
三

二
・
平
五
規
則
二
・
平
五
規
則
三
九
・
平
六
規
則
四
・
平
七
規
則
七
三
・
平
七
規
則
八
三
・

二
・
平
五
規
則
二
・
平
五
規
則
三
九
・
平
六
規
則
四
・
平
七
規
則
七
三
・
平
七
規
則
八
三
・

平
八
規
則
一
・
平
八
規
則
六
七
・
平
八
規
則
一
〇
一
・
平
九
規
則
一
五
・
平
九
規
則
五
三
・

平
八
規
則
一
・
平
八
規
則
六
七
・
平
八
規
則
一
〇
一
・
平
九
規
則
一
五
・
平
九
規
則
五
三
・

平
九
規
則
五
七
・
平
九
規
則
六
三
・
平
九
規
則
七
五
・
平
九
規
則
八
〇
・
平
九
規
則
八
七
・

平
九
規
則
五
七
・
平
九
規
則
六
三
・
平
九
規
則
七
五
・
平
九
規
則
八
〇
・
平
九
規
則
八
七
・

平
九
規
則
九
六
・
平
九
規
則
一
〇
七
・
平
九
規
則
一
一
二
・
平
一
〇
規
則
九
、
平
一
〇
規
則

平
九
規
則
九
六
・
平
九
規
則
一
〇
七
・
平
九
規
則
一
一
二
・
平
一
〇
規
則
九
、
平
一
〇
規
則

二
〇
・
平
一
〇
規
則
四
七
・
平
一
〇
規
則
五
五
・
平
一
〇
規
則
六
一
・
平
一
〇
規
則
七
四
・

二
〇
・
平
一
〇
規
則
四
七
・
平
一
〇
規
則
五
五
・
平
一
〇
規
則
六
一
・
平
一
〇
規
則
七
四
・

平
一
〇
規
則
八
五
・
平
一
〇
規
則
一
〇
一
・
平
一
一
規
則
三
・
平
一
一
規
則
九
・
平
一
一
規

平
一
〇
規
則
八
五
・
平
一
〇
規
則
一
〇
一
・
平
一
一
規
則
三
・
平
一
一
規
則
九
・
平
一
一
規

則
一
五
・
平
一
一
規
則
六
二
・
平
一
一
規
則
八
三
・
平
一
一
規
則
八
七
・
平
一
一
規
則
九
五

則
一
五
・
平
一
一
規
則
六
二
・
平
一
一
規
則
八
三
・
平
一
一
規
則
八
七
・
平
一
一
規
則
九
五

・
平
一
一
規
則
一
〇
七
・
平
一
一
規
則
一
一
三
・
平
一
二
規
則
一
・
平
一
三
規
則
六
二
、
平

・
平
一
一
規
則
一
〇
七
・
平
一
一
規
則
一
一
三
・
平
一
二
規
則
一
・
平
一
三
規
則
六
二
、
平）

一
三
規
則
六
六
・
平
一
四
規
則
五
二
・
平
一
七
規
則
七
九
・
平
一
九
規
則
二
・
平
一
九
規
則

一
三
規
則
六
六
・
平
一
四
規
則
五
二
・
平
一
七
規
則
七
九
・
平
一
九
規
則
二
、
一
部
改
正

）

八
、
一
部
改
正

（
利
子
補
給
契
約
書
）

（
利
子
補
給
契
約
書
）

第
三
条

第
一
条
の
利
子
補
給
に
つ
い
て
の
契
約
は
、
知
事
が
当
該
融
資
機
関
と
の
間
に
締
結
す
る
利
子
補

第
三
条

第
一
条
の
利
子
補
給
に
つ
い
て
の
契
約
は
、
知
事
が
当
該
融
資
機
関
と
の
間
に
締
結
す
る
利
子
補

給
契
約
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

給
契
約
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
利
子
補
給
金
の
額
）

（
利
子
補
給
金
の
額
）

第
四
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
利
子
補
給
金
の
額
は
、
毎
年
一
月
一
日
か
ら
六
月
三
〇
日
ま
で

第
四
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
利
子
補
給
金
の
額
は
、
毎
年
一
月
一
日
か
ら
六
月
三
〇
日
ま
で

及
び
七
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
各
期
間
に
お
け
る
農
業
近
代
化
資
金
に
つ
き
、
第
二
条
に

及
び
七
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
各
期
間
に
お
け
る
農
業
近
代
化
資
金
に
つ
き
、
第
二
条
に

規
定
す
る
利
子
補
給
率
毎
に
算
定
し
た
融
資
平
均
残
高
（
計
算
期
間
中
の
毎
日
の
最
高
残
高
（
延
滞
額
を

規
定
す
る
利
子
補
給
率
毎
に
算
定
し
た
融
資
平
均
残
高
（
計
算
期
間
中
の
毎
日
の
最
高
残
高
（
延
滞
額
を

除
く
。
）
の
総
和
を
そ
の
期
間
中
の
日
数
で
除
し
て
得
た
金
額
と
す
る
。
）
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
利

除
く
。
）
の
総
和
を
そ
の
期
間
中
の
日
数
で
除
し
て
得
た
金
額
を
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
利

子
補
給
率
の
割
合
で
計
算
し
た
金
額
の
合
計
額
と
す
る
。

子
補
給
率
の
割
合
で
計
算
し
た
金
額
の
合
計
額
と
す
る
。

（
利
子
補
給
金
の
支
払
）

（
利
子
補
給
金
の
支
払
）

第
五
条

県
は
、
融
資
機
関
か
ら
利
子
補
給
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
知
事
が
適
当
で
あ
る
と
認

第
五
条

県
は
、
融
資
機
関
か
ら
利
子
補
給
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
知
事
が
適
当
で
あ
る
と
認

め
た
と
き
は
、
当
該
請
求
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
こ
れ
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。

め
た
と
き
は
、
当
該
請
求
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
こ
れ
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。

（
利
子
補
給
金
の
打
切
り
等
）

（
利
子
補
給
金
の
打
切
り
等
）

第
六
条

県
は
、
県
の
利
子
補
給
に
係
る
資
金
を
借
り
受
け
た
者
が
そ
の
借
入
金
を
目
的
以
外
の
目
的
に
使

第
六
条

県
は
、
県
の
利
子
補
給
に
係
る
資
金
を
借
り
受
け
た
者
が
そ
の
借
入
金
を
目
的
以
外
の
目
的
に
使

用
し
た
と
き
は
、
融
資
機
関
に
対
す
る
利
子
補
給
金
を
打
ち
切
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

用
し
た
と
き
は
、
融
資
機
関
に
対
す
る
利
子
補
給
金
を
打
ち
切
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
融
資
機
関
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
融
資
機
関
が
こ
の
規
則
又
は
第
三
条
の
利
子
補
給
契

２

県
は
、
融
資
機
関
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
融
資
機
関
が
こ
の
規
則
又
は
第
三
条
の
利
子
補
給
契

約
条
項
に
違
反
し
た
と
き
は
、
融
資
機
関
に
対
す
る
利
子
補
給
金
を
打
ち
切
り
又
は
既
に
交
付
し
た
利
子

約
条
項
に
違
反
し
た
と
き
は
、
融
資
機
関
に
対
す
る
利
子
補
給
金
を
打
ち
切
り
又
は
既
に
交
付
し
た
利
子

補
給
金
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
返
還
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

補
給
金
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
返
還
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。



新

規

則

旧

規

則

（
報
告
の
徴
収
等
）

（
報
告
の
徴
収
等
）

第
七
条

融
資
機
関
は
、
知
事
が
当
該
融
資
機
関
の
行
な
っ
た
第
一
条
の
利
子
補
給
に
係
る
農
業
近
代
化
資

第
七
条

融
資
機
関
は
、
知
事
が
当
該
融
資
機
関
の
行
な
っ
た
第
一
条
の
利
子
補
給
に
係
る
農
業
近
代
化
資

金
の
融
資
に
関
し
報
告
を
求
め
た
場
合
又
は
そ
の
職
員
を
し
て
当
該
融
資
に
関
す
る
帳
簿
、
書
類
等
を
調

金
の
融
資
に
関
し
報
告
を
求
め
た
場
合
又
は
そ
の
職
員
を
し
て
当
該
融
資
に
関
す
る
帳
簿
、
書
類
等
を
調

査
さ
せ
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

査
さ
せ
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
青
森
県
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
規
則
の
適
用
除
外
）

（
青
森
県
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
規
則
の
適
用
除
外
）

第
八
条

こ
の
規
則
に
よ
る
利
子
補
給
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四

第
八
条

こ
の
規
則
に
よ
る
利
子
補
給
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四

十
五
年
三
月
青
森
県
規
則
十
号
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

十
五
年
三
月
青
森
県
規
則
十
号
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
昭
四
五
規
則
一
一
、
追
加
）

（
昭
四
五
規
則
一
一
、
追
加
）

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
則
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
九
月
二
十
日
以
後
に
お

い
て
貸
付
け
の
な
さ
れ
る
農
業
近
代
化
資
金
に
係
る
利
子
補
給
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸
付
け

の
な
さ
れ
て
い
る
農
業
近
代
化
資
金
に
係
る
利
子
補
給
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


